
項目 基準 適合性

修業年限 第２条　指定教育施設の修業年限は、原則として３年以上とする。 ○

授業時数
第３条　指定教育施設の授業時数は、学科ごとに、１年間にわたり
800時間以上とする。

○

同時に授業を行う生徒
第４条　指定教育施設において、一の授業科目について同時に授業
を行う生徒数は、40人以下とする。ただし、特別の事由があり、か
つ、教育上支障のない場合は、この限りでない。

○

授業科目

第５条
　指定教育施設においては、中学校又はこれに準ずる学校を卒業し
た者等に対して、中学校又はこれに準ずる学校における教育の基礎
の上に、心身の発達に応じて、高度な普通教育に類する教育を施す
にふさわしい授業科目を開設しなければならない。

○

第６条　指定教育施設に置かなければならない教員の数は、次の表
に定めるところによる。

２　前項の教員の数の半数以上は、専任の教員（常勤の校長が教員
を兼ねる場合にあっては、当該校長を含む。）でなければならない。
ただし、専任の教員数は、３人を下ることができない。

教員の資格

第７条　指定教育施設の教員は、次の各号のいずれかに該当する
者で、教職に関する専門的教育を受け、その担当する教育に関し、
専門的な知識等を有するものでなければならない。
一　専修学校設置基準（ 昭和51年文部省令第２号）第19条第１号か
ら第４号までのいずれかに該当する者

二　専修学校設置基準第19条第５ 号に該当する者として、次のいず
れかに該当するもの
イ　各種学校で高等学校卒業程度を入学資格とするものを卒業した
後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその
担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務（以下「関
連業務」という。） に従事した者であって、当該各種学校の修業年限
と当該関連業務に従事した期間（以下「関連業務従事期間」という。）
とを通算して４年以上となるもの
ロ　外国の学校、学校教育法（昭和22年法律第26号） 第１ 条に規定
する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち
当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるもの、又
は設備及び編制に関して専修学校若しくは各種学校に準ずる教育
施設等を卒業した者であつて、専修学校設置基準第19条第２号から
第４号までの各号に相当する修業年限、関連業務従事期間又は資
格を有するもの
ハ　その担当する教育に関連した法令に基づく免許若しくは資格等
（以下「免許等」という。） に関し、その取得のための受験資格又は履
修要件（以下「受験資格等」という。） として大学卒業程度の要件を
課されているものを取得した者、受験資格等として短期大学卒業程
度の要件を課されている免許等を取得した者で取得後２年以上関連
業務に従事したもの、又は受験資格等として高等学校卒業程度の要
件を課されている免許等を取得した者で取得後４年以上関連業務に
従事したもの
ニ　大学、短期大学又は高等専門学校の助教の資格を有する者

○
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教員数

○

生徒数の区分

８０人まで

生徒数－８０
　　　 ４０

生徒数－２００
　　　　５０

生徒数－４００
　　　　６０

１０＋４０１人以上

３

６＋

３＋

教　員　数

８１人から２００人まで

２０１人から４００人まで



校地等

第８条　指定教育施設は、次条に定める校舎等を保有するに必要な
面積の校地を備えなければならない。
２ 指定教育施設は、前項の校地のほか、目的に応じ、運動場その他
必要な施設の用地を備えなければならない。

○

校舎等

第９条　指定教育施設の校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、
教室、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならな
い。
２ 指定教育施設の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、
保健室等を備えるものとする。

○

校舎の面積

（校舎の面積）
第10条　指定教育施設の校舎の面積は、次の表に定める面積以上
とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、
教育上支障がない場合は、この限りでない。

○

設備
第11条　指定教育施設は、目的、生徒数又は課程に応じ、必要な種
類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければな
らない。

○

情報の提供等

第12条　指定教育施設においては、学校教育法第134条第２項にお
いて準用する同法第42条及び第43条並びに学校教育法施行規則
（昭和22年文部省令第11号） 第190条において準用する同規則第66
条第１項の規定による学校運営の状況に関する自己評価及びその
結果の公表並びに情報の積極的な提供、私立学校法（昭和24年法
律第270号）第64条第５項において準用する同法第47条第１項及び
第２項の規定による財産目録等の備付け及び閲覧、その他の法令
に基づく情報の提供等が適正に行われなければならない。

○

適正な学校運営
第13条　前条に規定するもののほか、指定教育施設は、高等学校等
就学支援金の授業料に係る債権の弁済への確実な充当など法令に
基づく学校の運営を適正に行わなければならない。

○

生徒数の区分

４０人まで

４１人以上 ２００＋２．５×（生徒数－４０）

面積（平方メートル）

２００


